
学校法人富山国際学園の研究活動 における不正防止に関する規程

(趣 旨)

第 1条  この規程は、学校法人富山国際学回 (以下 「学国」 とい う。)に おける研究者の研究
活動に関し、不正行為を防止 し、及び不正行為が発生 した場合の迅速かつ適正な解決を図る
ため、必要な事項を定めるものとする。

(定義 )

第 2条  この規程において「研究者」とは、学国の職員の うち職務 として研究に携わる者 (過

去に携わつていた者を含む。以下同じ。)及び学園の施設・設備を使用 して研究する者をい

う。

2 この規程において 「研究活動」とは、資金の出所にかかわらず、研究者の研究活動全般 を
い う 。

3 この規程 において 「不正行為 Jと は、研究の立案、計画、実施及び成果の取 りまとめ (報

告 を含む。)の際においてな される次に掲げる行為 をい う。

(1)捏造  架空のデータ、研究成果等 を作成す るこ と。

(2)改 ざん 研究資料・機器・ 過程 を不正に変更す る操作 を行い、データ、研究活動によっ

て得 られた結果等を真正でないものに加 工す ること。

(3)盗用  他 の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語

を、 当該研 究者の了解又は適切な表示な く流用す ること。

(4)そ の他 ア 研究費を不正に使用す るな ど、法令や関係規則 を遵守 しないこと。

イ その他学国の研究者 として、相応 しくない行為 をす ること。

4 この規程 において 「被通報者」とは、直接 の通報の対象 となった研究者及び これ以外の者
で、調査の過程 において当該通報の対象 となつた研究 に係わる研究者で、不正行為に関与 し

た と認 め られ る者 をい う。

(最 高管理責任者 )

第 3条  理事長 は、最高管理責任者 として富山国際大学 (以下 「大学」 とい ぅ。)及び富山短

期大学 (以 下 「短大」 とい う。)を統括 し、補助金 の運営 。管理について最終責任を負 う。
2 最高管理責任者 は、統括管理責任者及び部局責任者 が責任 を持 って運営・管理が行えるよ

う、適正に リーダーシ ップを発揮 しなければな らない。

(統括管理責任者 )

第 4条  最高管理責任者 を補佐 し、補助金の運営・管理 について機関全体 を統括す る実質的な

責任 と権限を持つ者 として、大学及び短大の学長 (以 下 「学長」 とい う。)を統括管理責任
者 とす る。

(部局責任者 )

第 5条 統括管理責任者 を補佐 し、学部及び学科等における補助金 の運営・管理について実質
的な責任 と権限を持つ者 として、学部及び学科等の長 を部局責任者 とする。

(研究活動 における不正への対応に関す る学園の責任 の所在 )

第 6条  この規程の施行及びその他研究者 の責任 ある研究活動における倫理観 の醸成について
は、学長が責任 を有す る。

2 学長は、研究者 の研究活動が適切 に行われ るために、教育・研修等による啓発 を継続的に
行わなければな らない。

3 学国の教育職員 は、学生が修学の一環 として行 う研究活動 において不正行為を行わないよ
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う、適切に指導する責任を有する。

(不正防止計画の推進等 )

第 7条  学長は、研究活動における不正行為の防止及び不正防止計画の推進を図 り、事務部が
事務を処理することとし、次に掲げる業務を行 う。
(1)不正防止計画の策定及び実施に関すること。

(2)研究者及び事務職員を対象 とした研修会・説明会に関すること。
(3)そ の他研究費不正使用防止に関すること。

(窓 口等 )

第 8条 研究活動における不正行為に関する通報 (相 談を含む。以下「不正行為に関する通
報」 とい う。)の 窓 日は、前条に規定する部署 とす る。

2 不正行為に関する通報の方法は、電子メール、封書、電話、FAX又 は面談によるものと
する。

3 不正行為に関する通報は、原貝Jと して実名によらなければならない。ただし、匿名による
通報があった場合においても、その内容によっては、実名による通報に準 じた取扱いをする
ことができる。

4 不正行為に関する通報は、被通報者名、不正行為の態様等及び当該事案の内容が明示 され、
かつ不正 とする合理的な根拠が示 されていなければならない。

5 第 1項に規定する窓 日は、通報内容が研究活動における不正行為に該当すると判断する場
合、当該事案を学長に報告 し、学長は理事長に報告するものとす る。ただし、当該事案が学
長に係るものである場合は、理事長に報告するものとする。

6 研究活動における不正行為が行われる恐れがあり、又は不正行為を求められている通報に
ついては、窓口においてその内容を確認・精査 し、相当の理由があると認めたときは、学長
が被通報者に警告を行 うものとする。

(秘密保持 )

第 9条 理事長又は学長 (以 下 「学長等」 とい う。)は 、不正行為に関す る通報を受け付ける
場合、通報者 (相 談者 を含む。以下同じ。)が特定されないよう秘密を守るため、道切な措
置を講 じなければならない。

2 窓口に寄せ られた不正行為に関する通報を知 り、又は不正行為を調査する立場にある者等
(以 下「調査関係者」 とい う。)は 、通報に係る通報者、被通報者、通報内容及び調査内容

について、調査結果の公表まで、調査関係者以外に漏洩 しないよう秘密保持を徹底しなけれ
ばならない。

(通報者等の保護 )

第 10条  理事長は、悪意 (被通報者を陥れ、又は被通報者が行 う研究を妨害するためなど、専
ら被通報者に何らかの損害を与えること及び被通報者が所属する機関・組織等に不利益を与
えることを目的とする意思。以下同 じ。)に基づ く通報であることが判明 しない限り、単に
通報 したことを理由に通報者に対 し審査終了までは、解雇、配置転換及び懲戒処分等を行っ
てはならない。

2 理事長は、相当な理由なしに、単に通報がなされたことのみをもつて被通報者に対 し審査
終了までは、研究活動を全面的に禁上 してはならない。解雇、配置転換及び懲戒処分等につ
いても同様 とする。

(調査等 )

第H条  学長等は、研究活動における不正行為に該当する可能性があるか否かを含め、通報さ
れた事案について調査を行 うべきものと判断した場合は、速やかに調査を開始するものとす
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る。

2 学長等 は、調査 の開始に先立ち、調査す る者 の氏名及び所属について通報者及び被通報者
に通知 し、調査へ の協力を求めるもの とす る。

3 通報者及び被通報者 は、 2週 間以内に理 由を添 えて調査者 に関す る異議 申立てをすること
ができるもの とす る。 この場合において学長等が異議 申立てに対す る内容が妥 当であると判
断 した ときは、当核異議申立てに係 る調査す る者 を交代 させ るとともに、通報者及び被通報
者 に通知す るもの とす る。

4 学長等は、当該事案 の研究に係 る資金 を配分す る機 関 (以 下 「資金配分機 関」 とい う。 )

がある場合、その機 関に調査 を行 うことを通知す るもの とす る。

5 学長等が調査 を行 わないことを決定 した場合、理由を付 して通報者 に通知す るもの とす る。

(調査委員会 )

第 12条 学長等 は、調査 を実施す るために、事業毎に調査委員会 を設置す る。

2 調査委員会 は、次 に掲げる事項を処理す るもの とす る。

(1)疑義に関す る調査 を行 うこと。

(2)調査方法に関す ること。

(3)調査結果 に伴 う不正行為の認定に関す ること。

(4)調査結果 の理事長への報告に関すること。

(5)そ の他対象 となる事案に関 して必要なこと。

3 調査委員会 は、調査 を行 うに当た り、公平性及び中立性 を確保す るとともに、調査期限を

設 け迅速に遂行 しなければな らない。

4 調査委員会の委員 は、次に掲げる者 とす る。ただ し、委員 となるべき者が 自ら関係す る事

案 については委員 となることができない。

(1)常務理事

(2)当 該事案 にかかる学長 (事案が学長 に関わる場合 は、学長 を代行す る者 )

(3)当 該事案 に応 じて専門的知識 を有す る学内及び学外の者で、学長 (事案が学長に関わる

場合 は、学長 を代行す る者)が必要 と認 める者  5名 以内

5 委員の任期 は、当該事案 にかかる第 2項 の事項の処理が終了す るまで とす る。 ただ し、欠

員 が生 じた場合、学長等は、速やかに後任 の委員 を補充す るもの とす る。

6 調査委員会 に委員長 を置き、常務理事か ら互選 された者 をもつて充てる。

7 委員長 は、調査委員会 を招集 し、その議長 となる。委員長 に事故があるときは、委員長が

予め指名 した者 が、その職務 を代行す る。

8 調査委員会は、委員 の過半数が出席 しなければ開会できない。

9 調査委員会が必要 と認 めた ときは、委員以外の者 の出席 を求めて意見を聴 くことができる。

(調査結果 の通知 )

第13条  理事長 は、調査委員会の結果を踏 まえ、通報者及び被通報者並びに資金配分機関があ

る場合にはその機 関に、調査結果 を通知す るもの とす る。

(不服 申立て )

第14条  不正行為 を行 つた と認定 された者又は悪意 に基づ く通報を行った と認定 された者 は、

その認定に関 して、理由を添えて学長等 に不服 申立てをす ることができる。

2 不服 申立ての審査は、調査委員会が行 う。

3 調査委員会が不服 申立てについて再調査 を行 う場合 は、その結果 を学長等 に報告するもの

とす る。学長等は、 この審査結果 を通報者及び被通報者 に通知す るとともに、資金配分機 関

がある場合 はその機 関に通知す る。
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(調査結果等の公表 )

第 15条  理事長は、調査委員会が調査事案 について不正行為が行われた と認定 した場合、速や
かに調査結果 を公表 しなければな らない。調査事案 について不正行為がなかったと認定 した
場合 、原則 として調査結果 を公表 しない。

2 理事長 は、不正行為がなかった と認定 した者 に関 し、その名誉 を回復す るため、当該事業
において不正行為がなかった 旨を調査関係者 に対 して周知す る等不利益が生 じないための措
置 を講 じるもの とす る。

(調査結果 を受 けた処理 )

第 16条  理事長 は、調査結果 を踏 まえ、必要 に応 じて不正行為を行 つた と認定 された者、又は
悪意に基づ く通報 と認定 された通報者 に対 して、大学及び短大就業規則 に基づ く懲戒の手続
きを行 うとともに、特 に必要 と認める場合 は刑事告発等の処置を行わなけれ ばならない。2 学長等 は、不正行為 を行 った と認定 された者、又は悪意に基づ く通報 と認定 された通報者
が学国の学生である場合には、懲戒 を行 うことができる。
(研究費の執行等 )

第 17条  学長等は、調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、通報 された研究に係 る研
究費 (当 該研究に係 るあらゆる資金。以下同 じ。)の支出の停止等適切 な措置をとることが
できる。

2 学長等は、不正行為が行われた との認定があった場合、不正行為への関与が認定された者
等 の当該研究に係 る研究費の支出を直ちに中止 しなければならない。 この場合 において、不
正行為への関与が認定 された者等に対 しては、使用 された研究費の返還 を求 めることができ
る。

3 学長等は、不正行為が行 われなかった と認定 された場合、調査の際に措置 した研究費支出
の停止等 を解除す る。

(雑貝u)

第 18条  この規程の施行 に関 し必要な事項は、別 に定めるもの とす る。

附 則

この規程は、平成19年 H月 1日 か ら施行す る。

附 則

この規程は、平成23年 6月 1日 か ら施行す る。
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